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【新旧対照表】 
 

 新市基本計画の一部を次のように変更する。 

  

 次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分（以下「変更部分」という。）を同表の変更後の欄中下線が引か

れた部分（以下「変更後部分」という。）が存在する場合には、当該変更部分を当該変更後部分に改め、変更

部分に対応する変更後部分が存在しない場合には、当該変更部分を削り、変更後部分に対応する変更部分が存

在しない場合には、当該変更後部分を加える。 

 

変 更 後 変 更 前 

 

第１章 序章 

（１）時代背景～平成大合併後の新たな展開～ 略 

（２）住民生活、経済活動を支える圏域形成の必 

要性（広域経済・交流圏の形成） 

 本文 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 序章 

（１）時代背景～平成大合併後の新たな展開～ 略 

（２）住民生活、経済活動を支える圏域形成の必

要性（広域経済・交流圏の形成） 

 本文 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 令和 令和 1 令和 1 

令和 令和 

令和 令和 

令和 1 

令和 1 令和 1 

令和 1 
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（３）及び（４）略 

（５）計画について 

①、②及び③ 略 

  ④計画の期間 

 計画の期間は、平成２２年度から令和６ 

年度までとします。（１５年間） 

    なお、実施設計には着手しているものの、

当該期間内に完了しない事業のうち、最も期

間を要するものは、令和１０年度の完了を予

定しています。このため、財政計画について

は、計画期間を平成２２年度から令和１０年

度までとします。 

 

 

第２章 新市の概況 

（１）位置・地勢 略 

（２）面積 略 

（３）人口推移 略 

■人口推移 略 

参 考 

山口市においては、総合計画策定段階（平成１

９年）に、平成２７年頃をピークに人口が緩やか

に減少していくことを推計していますが、各種政

策を展開していくことで、最終年次に人口増を目

標にしています。（平成３０年の目標人口を１９

５，０００人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 新市の基本方針 略 

 

（３）及び（４）略 

（５）計画について 

①、②及び③ 略 

  ④計画の期間 

 計画の期間は、平成２２年度から平成３６ 

年度までとします。（１５年間） 

   

 

 

 

 

 

 

 

第２章 新市の概況 

（１）位置・地勢 略 

（２）面積 略 

（３）人口推移 略 

■人口推移 略 

参 考 

山口市においては、総合計画策定段階（平成１

９年）に、平成２７年頃をピークに人口が緩やか

に減少していくことを推計していますが、各種政

策を展開していくことで、最終年次に人口増を目

標にしています。（平成３０年の目標人口を１９

５，０００人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 新市の基本方針 略 

 

令和 

令和 

令和２年 令和２ 
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第４章 新市のプロジェクト事業 

「広域県央中核都市」創造プロジェクト 

Ⅰ 広域経済・交流圏の形成、都市核の機能強化

プロジェクト 略 

 

「山口力」発揮プロジェクト ～山口版グリーン

ニューディール～  

Ⅰ 魅力的な農林業再生プロジェクト 略 

Ⅱ 新産業・交流産業の創造プロジェクト 略 

Ⅲ 低炭素・グリーン（環境共生）プロジェクト 略 

 

市民の視点を生かす生活満足度向上プロジェクト 

Ⅰ 安心して暮らせるまち（定住自立）プロジェ

クト 略 

Ⅱ 健康長寿プロジェクト 略 

Ⅲ 子育て、教育支援、就業支援プロジェクト 

子育て、教育支援、就業支援プロジェクト 

 

事業内容 山口 阿東 

① 子育てしやすい環境づくり 

略 

② 教育環境の整備 略 

③ 若者、母子家庭等の就業支援 

略 

略 略 

※なお、本計画に掲げる事業のうち、以下について

は、令和６年度までに実施設計に着手しており、

事業完了年度を以下のとおり予定しています。 

 

表 別紙１のとおり 

 

 

第５章 主要指標 略 

 

 

第６章 新市における山口県事業の推進 略 

 

 

第７章 公共的機能の適正配置について 

広域化する新市において、都市部と周辺農山漁村地

域の一体的な振興と、それぞれの地域特性に応じた発

展を図るため、公共的機能の適正配置を図っていきま

す。 

 公共的機能の適正配置については、全市的、広域的

に質の高い公共サービスを提供するため、都市核に中

核的な公共的機能の整備・集約化を図り、地域核にお

いては、都市核機能を補完し、住民生活を支える公共

的機能の整備、充実を図ります。 

 加えて、「人」と「人」との結びつきを強め、公共交

通や情報ネットワーク等の都市核と地域核を結ぶネッ

トワーク機能を強化することにより、住民ニーズに

第４章 新市のプロジェクト事業 

「広域県央中核都市」創造プロジェクト 

Ⅰ 広域経済・交流圏の形成、都市核の機能強化

プロジェクト 略 

 

「山口力」発揮プロジェクト ～山口版グリーン

ニューディール～  

Ⅰ 魅力的な農林業再生プロジェクト 略 

Ⅱ 新産業・交流産業の創造プロジェクト 略 

Ⅲ 低炭素・グリーン（環境共生）プロジェクト 略 

 

市民の視点を生かす生活満足度向上プロジェクト 

Ⅰ 安心して暮らせるまち（定住自立）プロジェ

クト 略 

Ⅱ 健康長寿プロジェクト 略 

Ⅲ 子育て、教育支援、就業支援プロジェクト 

子育て、教育支援、就業支援プロジェクト 

 

事業内容 山口 阿東 

① 子育てしやすい環境づくり 

略 

② 教育環境の整備 略 

③ 若者、母子家庭等の就業支援 

略 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 主要指標 略 

 

 

第６章 新市における山口県事業の推進 略 

 

 

第７章 公共的機能の適正配置について 

広域化する新市において、都市部と周辺農山漁村地

域の一体的な振興と、それぞれの地域特性に応じた発

展を図るため、公共的機能の適正配置を図っていきま

す。 

 公共的機能の適正配置については、全市的、広域的

に質の高い公共サービスを提供するため、都市核に中

核的な公共的機能の整備・集約化を図り、地域核にお

いては、都市核機能を補完し、住民生活を支える公共

的機能の整備、充実を図ります。 

 加えて、「人」と「人」との結びつきを強め、公共

交通や情報ネットワーク等の都市核と地域核を結ぶ

ネットワーク機能を強化することにより、住民ニーズ
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沿った効果的・効率的な公共サービスが提供できる 

環境を整備していきます。 

 また、行政機能においては、福祉・医療、経済、公

共交通など各分野間の連携がしっかり図れるよう、新

市全体を統括する調整機能とともに、住民自治を中心

とした地域における地域内分権機能の双方の強化を

図っていきます。そのために、統括調整機能と地域内

分権機能の役割分担を明確にするとともに、地域自治

の拠点である「地域交流センター」に権限や財源等を

委譲し、地域の課題は地域が決定できるシステムを構

築し、地域の個性が最大限発揮されるまちづくりを展

開していきます。 

 なお、公共的施設等の新たなハード整備について 

は、都市の成長エンジンとなりうる施設と住民に身近

なサービス等を提供する施設等の役割を整理する中

で、上記の視点をはじめ、今後の人口動態や財政状況

を踏まえ、事業の効果等について十分検討するととも

に、民間活力の導入や既存施設の有効利用・相互利用

などを総合的に勘案し、効率的な整備に努めます。 

 

※なお、本計画に掲げる事業のうち、以下について

は、令和６年度までに実施設計に着手しており、

事業完了年度を以下のとおり予定しています。 

 

表 別紙２のとおり 

 

 

第８章 財政計画 

財政計画は、新市の財政運営の指針であり、平成２

２年度から令和１０年度までの間について、歳入・歳

出の項目ごとに、現況や過去の実績等を基礎として算

定し、合併に関する国・県の財政支援措置や経費の削

減効果、事務事業の一元化による影響額、地域経済の

活性化に向けた取組み等を反映しています。また、地

方公共団体の財政状況を比較・分析するために通常用

いられる普通会計で策定しています。 

 なお、歳入・歳出の主な前提条件等は、持続可能な

財政運営を基本として、次のとおり設定しています。 

 

（１）、（２）及び（３） 略 

 

（４）財政計画  

表（変更後） 別紙３のとおり 

 

（５）財政指標 

表（変更後） 別紙４のとおり 

 

 

標準財政規模 

 標準的に収入される経常的な一般財源の大きさを 

示す指標で、地方税や普通交付税、臨時財政対策債な

ど地方公共団体が自由に使えるお金の大きさを表し 

ています。 

に沿った効果的・効率的な公共サービスが提供できる

環境を整備していきます。 

 また、行政機能においては、福祉・医療、経済、公

共交通など各分野間の連携がしっかり図れるよう、新

市全体を統括する調整機能とともに、住民自治を中心

とした地域における地域内分権機能の双方の強化を

図っていきます。そのために、統括調整機能と地域内

分権機能の役割分担を明確にするとともに、地域自治

の拠点である「地域交流センター」に権限や財源等を

委譲し、地域の課題は地域が決定できるシステムを構

築し、地域の個性が最大限発揮されるまちづくりを展

開していきます。 

 なお、公共的施設等の新たなハード整備について

は、都市の成長エンジンとなりうる施設と住民に身近

なサービス等を提供する施設等の役割を整理する中

で、上記の視点をはじめ、今後の人口動態や財政状況

を踏まえ、事業の効果等について十分検討するととも

に、民間活力の導入や既存施設の有効利用・相互利用

などを総合的に勘案し、効率的な整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 財政計画 

財政計画は、新市の財政運営の指針であり、平成２

２年度から平成３６年度までの間について、歳入・歳

出の項目ごとに、現況や過去の実績等を基礎として算

定し、合併に関する国・県の財政支援措置や経費の削

減効果、事務事業の一元化による影響額、地域経済の

活性化に向けた取組み等を反映しています。また、地

方公共団体の財政状況を比較・分析するために通常用

いられる普通会計で策定しています。 

 なお、歳入・歳出の主な前提条件等は、持続可能な

財政運営を基本として、次のとおり設定しています。 

 

（１）、（２）及び（３） 略 

 

（４）財政計画  

表（変更前） 別紙３のとおり 

 

（５）財政指標 

表（変更前） 別紙４のとおり 

 

 

標準財政規模 

 標準的に収入される経常的な一般財源の大きさを

示す指標で、地方税や普通交付税、臨時財政対策債な

ど地方公共団体が自由に使えるお金の大きさを表し

ています。 
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 令和６年度以降は、おおむね４９０億円程度で推

移すると見込んでいます。 

 

財政力指数 

 地方公共団体の財政力を示す指標で、その団体の標

準的な需要額（基準財政需要額）に対して標準的な収

入額（基準財政収入額）が、どの程度の割合となるか

を示したものです。 

 財政力指数が１．０を超えると普通交付税の不交付

団体となります。 

 令和６年度以降は、おおむね０．６３程度で推移す

ると見込んでいます。 

 

経常収支比率 

 人件費や扶助費、公債費などの毎年支出される経費

に、地方税や普通交付税などの毎年収入される一般財

源が、どの程度充当されているかを示したものです。

この数値が低いほど、財政構造に弾力性（ゆとり）が

あると言えます。 

 令和６年度以降は、おおむね９７％程度で推移する

ものと見込んでいます。 

 

実質公債費比率 

 一般会計の公債費だけでなく、公営企業会計や一部

事務組合の公債費のうち一般会計が負担すべき額を 

加えたものから、特定財源や交付税措置される額を控

除した実質的な公債費負担が、標準財政規模に対して

どの程度の割合となるかを示したものです。 

 実質公債費比率の過去３か年の平均値が１８％を 

超えると、地方債の発行に際し許可が必要となりま 

す。 

 令和６年度以降は、合併推進債等を活用した大型建

設事業を実施してきたことなどにより、公債費が増加

していくほか、交付税措置率の高い合併特例債が発行

上限額に達したことなどにより、数値は緩やかに上昇

していくものと見込んでいます。 

 

 

将来負担比率 

 地方債など現在抱えている負債の大きさが、その団

体の財政規模に対し、どの程度の割合となるかを示し

たものです。 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基

づく早期健全化基準については、市町村（政令指定都

市は除く）は３５０％となっています。 

 令和６年度以降は、基金残高の減少に伴い、数値が

上昇していくものと見込んでいます。 

 

 

積立金残高 

 財政調整基金や減債基金、特定目的基金などすべて

の基金（積立金）残高の合計額です。 

 令和６年度以降は、特定目的基金等を有効に活用す

 平成２９年度以降は、おおむね４６０億円程度で推

移すると見込んでいます。 

 

財政力指数 

 地方公共団体の財政力を示す指標で、その団体の標

準的な需要額（基準財政需要額）に対して標準的な収

入額（基準財政収入額）が、どの程度の割合となるか

を示したものです。 

 財政力指数が１．０を超えると普通交付税の不交付

団体となります。 

 平成２９年度以降は、おおむね０．６５程度で推移

すると見込んでいます。 

 

経常収支比率 

 人件費や扶助費、公債費などの毎年支出される経費

に、地方税や普通交付税などの毎年収入される一般財

源が、どの程度充当されているかを示したものです。

この数値が低いほど、財政構造に弾力性（ゆとり）が

あると言えます。 

 平成２９年度以降は、おおむね９３％から９５％程

度で推移するものと見込んでいます。 

 

実質公債費比率 

 一般会計の公債費だけでなく、公営企業会計や一部

事務組合の公債費のうち一般会計が負担すべき額を

加えたものから、特定財源や交付税措置される額を控

除した実質的な公債費負担が、標準財政規模に対して

どの程度の割合となるかを示したものです。 

 実質公債費比率の過去３か年の平均値が１８％を

超えると、地方債の発行に際し許可が必要となりま

す。 

 平成２９年度以降は、これまで合併特例債等を活用

した大型建設事業を実施してきたことなどにより、公

債費が増加していくほか、交付税措置率の高い合併特

例債が平成３１年度に発行上限額に達する見込みで

あることなどにより、数値は緩やかに上昇していくも

のを見込んでいます。 

 

将来負担比率 

 地方債など現在抱えている負債の大きさが、その団

体の財政規模に対し、どの程度の割合となるかを示し

たものです。 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基

づく早期健全化基準については、市町村（政令指定都

市は除く）は３５０％となっています。 

 平成２９年度以降は、大型建設事業の実施に伴い、

市債残高の更なる増加が見込まれ、数値が上昇してい

くものと見込んでいます。 

 

積立金残高 

 財政調整基金や減債基金、特定目的基金などすべて

の基金（積立金）残高の合計額です。 

 平成２９年度以降は、特定目的基金等を有効に活用



6 

 

 

ることなどにより、積立金残高が減少していくものと

見込んでいます。 

 

地方債残高 

 令和６年度以降は、新本庁舎整備事業等の事業に

係る合併推進債などの発行により、令和６年度に約

１１５億円増加し、その後は緩やかに減少していく

ものと見込んでいます。 

 なお、合併推進債や過疎債などの交付税措置を考

慮した実質的な残高は、９５億円程度増加するもの

と見込んでいます。 

 

 

することなどにより、積立金残高が減少していくもの

と見込んでいます。 

 

地方債残高 

 平成２９年度以降は、この計画の事業に係る合併推

進債などの発行により、約１８７億円増加すると見込

んでいます。 

 なお、合併推進債や過疎債などの交付税措置を考慮

した実質的残高は、６３億円程度増加するものと見込

んでいます。 

 

 


